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高等学校における教育相談体制の 

       構築と展開に関する研究   

－インクルージョンの理念を活かした生徒支援体制の充実に向けて－ 

 

久保寺 美 佐１ 

現在高等学校では、従来から係わってきた長期欠席や問題行動への対応に加えて、発達障害や情緒障害など

を抱える生徒への支援が必要となっている。そこで、ある学校での事例検討会やアンケート調査などの実践を

もとに、一人ひとりの生徒の教育的ニーズに応じた高等学校の校内支援システムのあり方について考察した。 

                                     

                   はじめに 

 

 高等学校には様々な問題を抱えて困っている生徒が

存在する。その中には何らかの要因により学校に登校

できない生徒や、学校で様々な問題行動を繰り返して

いる生徒がいる。筆者は神奈川県立総合教育センター

亀井野庁舎（以下 教育相談センターと記載）で長期

研修を行う機会を得て、学習障害（以下 ＬＤと記

載）・注意欠陥／多動性障害（以下 ＡＤ／ＨＤと記

載）・高機能自閉症等、様々な障害を持つ生徒への支

援の必要性に気づいた。本人の抱える障害が顕在化し

にくく、保護者や本人自身も気づいていない場合もあ

る。二次的な障害として、長期欠席や問題行動等の最

初に述べた問題につながってしまうことも多い。この

ように、様々なタイプの生徒の抱える多様な教育的ニ

ーズに対して、現在の高等学校は十分に応えられてい

ない状況がある。この現状の解決のために、高等学校

の教育相談体制の構築と展開について、すべての生徒

を支援の対象にするというインクルージョンの理念を

活かして、有効な方策を探りたいと考えた。 

 

研究の内容 

 

１ インクルージョン研究に関する動向 

神奈川県立総合教育センター（以下 総合教育セン

ターと記載）によれば、「インクルージョンの基本と

なる考え方は、障害のある生徒も含めて、様々な困難

を抱える生徒に対して、教育の場を問わずに生徒の教

育的ニーズに応じた適切な支援を行うことである。」

と説明されている（総合教育センター 2004）。 

総合教育センターでは、個に応じた指導や支援につ

いて一連のインクルージョン研究として、神奈川の特

別支援教育の具現化に向けた研究を進めてきた。その

中で、インクルーシブ･エデュケーションを「『一人ひ

とりがその教育的ニーズにおいて違う』という前提に

立ち、その『違いに応じた適切な指導（教育的サービ

ス）を学校教育全体で展開する教育』」と捉えている

（神奈川県立第二教育センター 1998）。「インクル

ージョンの展開に向けた支援ネットワークシステムの

あり方研究」（平成 14、15 年）では初めて高等学校の

小委員会を設置し、高等学校における生徒一人ひとり

の教育的ニーズの現状分析を行っている。 

 

２ Ａ高等学校における教育相談体制の構築に関する

実践的研究 

（１）ねらい 

教育相談体制が確立していない学校について、教育

相談体制の構築の実践に係わりながら組織の変化を追

跡する参与観察型の調査研究の手法を通じて高等学校

の教育相談体制の校内支援システムのあり方を探る。 

（２）Ａ高等学校の概要 

Ａ高等学校は、全日制普通科の学校で、相談体制に

ついては、今まで組織的な活動は行われていない。近

年、発達上の問題や情緒的な問題を抱える生徒の姿が

目につくようになり、対応に苦慮する事例も増加して

きている。平成 14～16 年度に生徒の気軽な相談に対応

し、心のケアにあたるスクールライフアドバイザーが

配置されている。 

（３）方法 

Ａ高等学校における教育相談に関連する取組のポイ

ントとして、次の５項目を設定し計画を作成した。 

ア アンケートの分析 

現在必要とされる適切な支援体制の計画のために、

Ａ高等学校の職員や生徒の意識についてアンケート調

査を行い、詳細に分析する。 

イ 情報交換の場 

生徒の変化に気づき、迅速な対応をするために、定

期的な情報交換会としての学年会や、臨時の関係者会

議を開催し、校内の情報を交換できる場を作る。 

１ 県立城郷高等学校 

研修分野（インクルージョン教育臨床） 
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ウ 研修会の企画 

事例検討会・精神科医を招いた研修会・軽度発達障

害等についての校内研修会を企画実施することにより、

広く全職員のインクルージョンについての理解を深め、

これからの生徒支援体制に対する意識を高める。 

エ コーディネーターの役割 

スクールカウンセラーなど外部機関との連携を深め、

より機能的な校内の相談体制の構築を進めるために必

要なコーディネーターの役割を探る。 

オ 活動の記録と体制の見直し 

教育相談の活動を記録し、生徒の実態の変化に併せ

た柔軟な対応をめざす。また、年度途中でも活動に必

要な微調整が可能な柔軟なシステムを構築し、年間計

画の反省をもとにした次年度の方針を立案する。 

以上のポイントを踏まえて、Ａ高等学校の教育相談

体制の構築に係わりながら、校内の変化を分析した。 

（４）実践の概要 

実践の概要は、次の通りである。 
月 実 践 内  容 係わった人 
３ 
 
 
 

・教育相談係打 
ち合わせ 
（第１回） 

・教育相談係打 
ち合わせ 
（第２回） 

・次年度に向けての活動確 
 認 
・担当の係の配置 
・学年窓口担当決め・職員

会議での報告 
 
 
 

養護教諭・生徒
指導部・保健環
境部の関係者 
 

４ 
 
 
 

・教育相談係打 
ち合わせ 
（第３回） 

・情報提供 
 

・教育相談センターの仕組
みと連携について相談方
法の紹介 

・教育相談センター主催教
育相談コーディネーター
養成講座紹介・参加募集 

教育相談係・長
期研修員 
 
管理職･教育相
談係 

５ 
 
 

・情報交換 
・電話連絡 
・出席状況調査 

・訪問時に適宜実施 
・資料･情報の提供・交換 
・生徒支援のための状況把 

握 

全教職員 
教育相談係 
教育相談係 

６ ・スクールカウ
ンセラーグル
ープ校会議 

 
 
・学年会 
 
・教育相談係打

ち合わせ 
（第４回） 

・スクールライ
フアドバイザ
ーとの連携 

・スクールカウンセラー拠
点校において開催 

・本年度のカウンセラーの
活動についての説明と担
当者の情報交換 

・生徒の状況把握と情報交 
 換 
・欠席調査・スクールカウ

ンセラーとの連携・事例
検討会の計画 

・校内でのスクールライフ
アドバイザーの位置づけ 

 

スクールカウ
ンセラー・各校
担当者 
 
 
各学年団・長期
研修員 
教育相談係・長
期研修員 
 
教育相談係・長
期研修員 
 

７ 
 

・生徒向けアン
ケートの実施 

・生徒の抱える問題を把握
するため、教育相談係が
実施 

教育相談係・長
期研修員 

８ 
 

・生徒向けアン
ケートの結果
報告会 

・教育相談係・長期研修員
によるアンケート結果報
告 

全教職員 
 

９ 
 

・教育相談係打
ち合わせ 

・アンケート結果作成（生
徒向け） 

教育相談係・長
期研修員 

 
 

（第５回） 
・職員向けアン

ケートの実施 

 
・職員の意識・経験・抱え

る問題・ニーズを把握す
るため、長期研修員が実
施 

 
全教職員 
 

10 
 

・事例検討会 
 

・総合教育センター臨床心
理士等によるスーパーバ
イズ 

全教職員 
 

11 
 
 
 

・スクールカウ
ンセラーによ
る 教 育 相 談
（第１回） 

・職員向けアン
ケートの結果
報告配布 

・スクールカウンセラーが
一日来校し、生徒･保護
者･職員の相談を受ける 

 
・長期研修員によるアンケ

ート集計結果報告を全
職員に配布 

教育相談係・長
期研修員 
 
 
長期研修員 
 

12 
 

・スクールカウ
ンセラーによ
る 教 育 相 談
（第２回） 

・校内研修会 
 

・スクールカウンセラーが
一日来校し、生徒･保護
者･職員の相談を受ける 

 
・精神科医による講演会と

事例検討会 

教育相談係・長
期研修員 
 
 
全教職員 

（５）主な取組と考察 

ア アンケートの分析 

（ア）生徒向けアンケートについて 

生徒向けアンケートには、全校生徒の 87.7％の回答を

得た。生徒の 4 分の３は中学時代に悩みを持っており、

高等学校では学年が進むにつれ悩みを持つ生徒の割合

が増えている（第１・２図）。 

 
       第１図 中学時代の悩み 

 
第２図 今の悩み 

中学時代の相談相手は、友達が群を抜いて多く、教員

は少なかった。高等学校では、さらに教員を答える生徒

がわずかになっている。しかし、現在の悩みについての

自由記述の記入が 32.6％あったことから、悩みを聞いて

ほしいという生徒の潜在的なニーズが伺える。個々の生

徒が困ったときに誰かに受けとめられるシステムが必

要である。 

（イ）職員向けアンケートについて 

『インクルージョン』については、「知っている」

が 15％、「知らない」が 70％であり、高等学校の教員

にとっては、まだなじみの薄い概念といえる。『ＬＤ』

は「知っている」が 54％で、軽度発達障害の中で、認
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た
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17%

ない
46%
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43%
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らない
19%
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38%
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64%
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21%
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15%

＊問題を抱える生徒について、長期研修員への相談が増えた。 
＊今年度着任した校長に、教育相談に関するこれまでの状況を
説明した。 

＊事例検討会に現在困難を抱えている生徒のケースが提出
された。 

＊元担任から卒業生の抱える問題についての相談があった。 

＊３月に予定される生徒対象の人権学習会の分科会に、障害者
や教育相談のテーマを設定し、講師として養護学校教員・長
期研修員が講義を行う計画が立てられた。 

＊教育相談係を各学年の生徒指導部・保健環境部からそれぞれ
1名＋養護教諭の7名として、活動がスタートした。 

＊生徒向けアンケートの実施について、関係者で協議が深まっ
た。 

＊教育相談係の中で、担当の分担が進んだ。 
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知度が最も高い結果となった。『ＡＤ／ＨＤ』は「知

っている」が 38％だったが、落ち着きがない、順番が

待てないなどの特徴から、気づかれやすい面があると

いえるだろう。『高機能自閉症』は「知っている」が

31％と、最も認知度の低い結果となった。『アスペル

ガー症候群』についても、ほぼ同様の認知状況となっ

ている。気づかれにくい障害なので、周囲の理解が得

られにくい状況がある。『特別支援教育』は「聞いた

ことはあるが詳しくはわからない」が 35％と最も多く、

高等学校では浸透していないという結果になった。軽

度発達障害や特別支援教育について、校内研修会等で

職員の理解を広める必要が明らかになった。 

イ 情報交換の場 

教育相談係の会合では、教育相談をどう構築するか

が検討され、係の役割分担、学年の窓口、出席状況調

査など、新しい取組が進んだといえる。 

職員向けアンケートでは、生徒の対応についての相

談相手は学年団がトップだったことから、学年会でケ

ースを検討することも有効である。ある学年では学年

会の最初に気になる生徒の情報交換を行い、個々の生

徒への対応を最優先していた。そこから必要に応じて

養護教諭、管理職との情報の共有が図られ、組織とし

て生徒に係わる姿勢が生まれる。さらに、医療機関な

どの外部機関との連携につながる例もある。現在機能

している組織を活用することは、体制作りの近道であ

ると考える。 

ウ 研修会の企画 

（ア）教育相談センターの職員を招いた事例検討会 

約３分の２が初めての参加であり、高校教員にとっ

て事例検討会はなじみの薄いものであることがわかっ

た。「一人で抱えるのではなく、複数の人間で考える

ことで、様々な視点で係わることができる」という参

加者の感想からも、複数の人間で問題を共有する事の

重要性が出され、事例検討会の有効性がうかがわれた。 

（イ）精神科医による講演会 

心理的な問題を抱える生徒について、学校が医療と連

携することの重要性が説明され、連携のためには担任と

医療機関をつなぐコーディネーターの役割が重要であ

ることが示された。講演会は、学校と医療との連携を考

えるよい機会になったといえる。 

（ウ）精神科医をスーパーバイザーとした事例検討会 

事例の学年の担任・副担任や、他学年で似たケースを

抱えた担任等、自発的に多くの職員の参加があった。こ

の事例検討会の取組によって、事例提供者が、生徒を担

任一人で抱えるのではなく皆で取り組んでいこうとい

う職員の姿勢を感じ、周囲に支えられているという感覚

を持つことができた。Ａ高等学校で、現在問題を抱えて

いる生徒に対して、関係者が集まった形での事例検討会

がスタートした事例であるといえる。 

エ コーディネーターの役割 

長期研修員がコーディネーター役となって、スクー

ルカウンセラーが一日Ａ高等学校に滞在する計画を立

て、Ａ高等学校の生徒･教員･保護者が直接スクールカ

ウンセラーと面接できた。当日に面接の希望が重なり、

順番を組んだり、控え室を用意したりという対応が必

要だった。臨機応変な対応ができるコーディネーター

の存在が有効であることが明らかになった。 

オ 活動の記録と体制の見直し 

養護学校等で作成されている「個別の支援計画」を

参考にして、「高等学校における個別の支援計画」を

作成し、記録を残すことで、一人ひとりの生徒のニー

ズに答える適切な方向付けと連続した支援が可能にな

ると思われる。 

また、実践研究を進める中で、次年度を含めたこれか

らの教育相談体制について、Ａ高等学校の職員から様々

な意見が出てきた。教育相談体制を進めるうえでは、年

度途中でも必要に応じて体制を変更できる柔軟な組織

であることが必要だが、年度毎に定期的に体制の見直し

をする機会を設定することも重要であると考える。 

 

研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

本研究の結果から、以下の３点を研究の成果とする。 

（１）高等学校の教育相談体制に関する情報の共有と

共通理解の必要性 

Ａ高等学校の実践から、高等学校は様々な問題を抱

えている生徒の支援をする必要があることが示唆され

た。そのためには個々の生徒が困ったときに教員に相

談できるシステムが必要である。教員は問題を抱えて

いると思われる生徒について今何が起こっているか、

何が変化しているかを把握し、適切な時期に適切なタ

イミングで係わることが大切である。ここで有効にな

るのが、職員の情報の共有と共通理解である。担任一

人が生徒を抱えるのではなく、職員で生徒に関する情

報を共有し、共通理解をもってチームで支援すること

で、支援の必要な生徒を支えることが可能になるので

ある。 

（２）情報の共有と生徒理解のための事例検討会の有

効性 

高校教員にとって、事例検討会はまだなじみの薄い

ものである。この実践では事例検討会を全職員対象で

実施し、グループ分けをすることにより、少人数で意

見交換ができたことが有効であり、臨床心理士の専門

家としての見立てを受け止めて、教員とは違った視点

に気づくことができた。 

また、２回目の事例検討会を実施したことで、事例

提供者が抱えている問題をオープンにすることにより、

周囲に支えられているという感覚を持つことができた。 

この実践から、職員の情報の共有と生徒理解には事例
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検討会が有効であることが明らかになった。 

校務と会議が増加している高等学校の現状で事例検

討会のための時間を確保することは簡単なことではな

い。しかし、全職員が事例検討会に参加し個々の教員

が新しい気づきを経験することは、組織の活性化につ

ながり、石隈利紀（1999）のいう援助チームによる生

徒支援に発展すると思われる。 

（３）高等学校の教育相談体制推進のためのコーディ

ネーターの必要性 

高等学校において校内のスムーズな連携を実現する

ためには、生徒への対応のために校内の諸分掌の橋渡

しを行い、必要に応じて外部機関との連携ができるコ

ーディネーターが必要である。 

この実践ではスクールカウンセラー来校をコーディ

ネートしたことで、カウンセラーと職員の顔を合わせ

た連携が可能となり、教育相談に関する職員の意識に

変化を与えることができた。これは組織がコーディネ

ーターの役割と必要性を理解し、受け入れることで可

能になったと思われる。その学校の特性をコーディネ

ーターが把握し、職員との信頼関係を築いた上で生徒

支援のための援助チームをコーディネートできれば、

その学校の教育相談体制が動き出したといえるだろう。

このように、高等学校の教育相談体制の推進にはコー

ディネーターの存在が不可欠である。 

石隈利紀（1999）は、援助チームにおける構成員の

役割としてコーディネーターを教育相談係と養護教諭

が協力してつとめることをあげている。教育相談体制

推進のためには、コーディネーターが担当を引き継げ

る人とチームを組んで活動するなど、複数の人がコー

ディネーターを担当できる体制が望まれる。 

 

２ 今後の課題 

ここまで、高等学校の教育相談体制の構築と展開に

ついて、Ａ高等学校での実践をもとに検討してきた。

最後に、研究を通して気づいた高等学校の教育相談体

制の構築と展開についての今後の課題をあげる。 

（１）生徒同士による支援 

支援の必要な生徒にとってはその周囲にいる人間す

べてが援助資源となる。生徒のアンケート結果からは、

相談相手としての友達の存在が大きいことがわかる。

このことからお互いの存在を尊重しあえるような生徒

同士の支えあいも貴重な内部資源といえるだろう。そ

こで、ピア・サポートや構成的グループエンカウンタ

ーの手法を取り入れて、生徒同士の係わりあいによっ

て困っている生徒を支援する方法も有効である。職員

と生徒による学校全体での取組がこれからの高等学校

でのインクルージョン教育の充実につながると考える。 

（２）外部機関との連携 

この実践を進める中で、校内だけで対応しきれない

支援の必要な生徒が多数存在することが明らかになっ

た。適切な外部機関と連携することが生徒支援におい

て有効である。そこで、神奈川県を例として高等学校

の連携先として考えられる外部機関を次にあげる。 

①教育相談センター 

②養護学校の地域支援 

③県警察少年相談・保護センター 

④児童相談所 

⑤医療機関 

⑥県立青少年サポートプラザ 

⑦発達障害や不登校に関連するＮＰＯ 

（３）高等学校間の連携 

 総合教育センターでは、教育相談コーディネーター

養成講座により全高等学校に教育相談コーディネータ

ーの養成を進めている。現在、教育相談に関する高等

学校間の連携はなされていないが、今後は共通の地域

の資源を把握して連携して問題解決にあたるような事

例もでてくるであろう。今後は教育相談コーディネー

ターを中心に各学校間の情報交換を進め、地域の連携

を図ることが重要である。 

 

おわりに 

 

この研究を通して、一人ひとりの生徒への対応につ

いてどのようなアプローチの方法をとるにしても、「子

どもを中心においた教育」が進められることが前提で

あることがわかった。「インクルージョン」について

の研究を推進している総合教育センターの職員や、研

修で係わりを持った多くの教員との出会いが筆者の大

きな財産になった。これからは「インクルージョン」

の理念を高等学校の場で職員・生徒・保護者・外部の

人々と共有し、出会い、コミュニケーション、連携を

大切にしながら、高等学校という組織の活性化に取り

組みたい。 
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